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熱
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論

叢

階
級

に
就
て
(
一
)

第

十

五
巻

(飴
叩
一二
號

四

二
)

一二
五
↓ハ

階

級

,

、

就

い

て

(
一
)

高

田

保

馬

一
、
全
艦
証
會
的
範
聴

ぞ」
し
て
の
階
級

二
、
階
級
に
国
家
的
範
晴
な
り
建
云
ふ
事
の
否
定

三

、
階
級

ご
記
會
的
勢
力

四
、
能
動
的
及
び
受
動
的
な

ゐ
杜
會
的
勢
力
(廣
義
の
僅
力
及

び
威
力
)

五
・
機
能
的
分
配
及

び
非
機
能
的
分
配

六

、
国
家
以
外
の
部
分
祉
會

に
於
け

ろ
機
能
的
、
非

機
能
的
分
配

七
、
職
業
的
分
配
、
非
職
業
的
分
配

入
、
聯
絡

の
傾
向

九
・
梅
力

、
富
力
、
地
位

の
相
互
關
係

十
、
國
家
の
構
力

ミ
億

の
肚
會

の
礎
力

ミ
の
闘
係

十

一
、
準
行

の
法
則
及
び
集
積

の
法
則

十
二
、
吸
攻

の
法
則
及
び
均
衡

の
法
則

+
三
・
結

論

ド

}・
・

所
・

一次
號
以
下
掲
載

9

階
級
の
本
質
如
何
は
極
め
て
困
難
な
る
問
題
で
あ
る
。
私
は
今
此
難
問
の
解
決
を
試
み
よ
う
ε
す
る
の
で
は
無



気

、

い
。
た

ゴ
階

級

己
國
家

ε
の
交
渉

の

一
方
.面
を
明
に

し
た

い
ご
思

ふ
に
止

ま

る
。

か

、
る
方
面

の
考
察

に
あ
リ
セ

も

、
既

に
階

級

の
内
容

が
決
定

せ
ら

る
る
事
を
豫
怨

す

る
が

、
そ
れ
は
容

易

の
事
で
な

い
ε
す

れ
ば
、
階
級

の
何

た

る
か
を
常

識

の
解
.繹

に
委

し
て
此
議

論
を
進

め
る

外
は
無

い
。

.

'

.
私

が
此

小
篇

に
於

て
明

に
せ
む

ε
す

る
所
は
階
級

に
於

け

る
国
家
外
的
要

素

の
存

在
.で
め

る
。
換
言

す
れ
ば
階

級

が
國

家
的
範
躊

(。。帥障
甲
$
富
颯
o
Q

ε
椚

し
た

い
)

に
非
す

し
て
塗

艘
肚

會
的
範
聴

(6
0
日
目
ロ
三
更
-
畠
梓oσq
o
蔓
)

で
あ
る

`
云

ふ
事
で
あ

る
。

か
Σ
る
造

語

の
當
否

は

別
間

題

ε
し

て
、
私
が
此
命
題

に
よ
り

て
意
味

せ
し
む
る
事

は

、
或

は

一
般
人

の
常
識
的
直
畳

に
於

て
極

め
て
明
瞭

で
め

る
か
も
知

れ
ぬ
。
併
し

な
が
ら

、

一
方

に
於

て
は

、

そ
れ
が
従
来
學
者

の
間

に
意
識

的

な
る
阻
題

ε
し
て

取
扱

は
れ
す

、
・動

も
す

れ
ば
而

し
て
ま
た
屡

、
階

級
が
国

家

的
範

疇

ε
し
て
認

め
ら

れ

る
、
私
自
身

も
嘗

て
は
か

」
る
考
を
漠
然

な
が
ら

に
抱

い
て
ゐ
陀
.
而

し
て
他
方

に
於

て
、
階

級

が
全
膿
肚
會
的

範
曉

な

る
事
を

明

に
す

る
は
、

そ
れ
が
階
級

に
關
す

る
諸

種

の
問
題
の
理
論
的
考
察

に

必
要

な

る
黙
を
姑

く
…播
く

ξ
し
て
も
、
耽
會

學
組
織

に
於

け
る
階

級
論

の
地

位
を
定

む
る
に
極

め
て
大
切
な

る
事

で
あ

る
。

た

ゴ
比

熱

に
閲

し
て
は
今

立
入
り
て
説

明

を
加

ふ
る
事

の
、
鯨
り

に
飴
談

に
亘

る
の
を
遺
憾

ε
す

る
。

兎

に
角

に
、
以

上
二

の
理
由
よ
り

し
て
、
或

は
常
識

的

に
自

明
の
事

ε
も
見
ゆ

る
内
容

に
理
論
的
な

る
表

明
ε
論
.

讃

ざ
を

雌
ハ
ヘ
や
一
い
ε
思

ふ
。

.

弦

に
階
級

が
国

家
的
範

躊
な
り

ε
云

ふ
は
、
階
級

が
国

家
組
織

の

一
部
分
を

な
し
、
從
ひ

て
國
家
組

織

に
よ
b

論

叢

階
級
に
腕
て
(
「
)

第
十
五
巻

(第
三
號

四
三
)

三
五
七

、

`

.

」



.

論

叢

階
級
に
就
て
(
一
)

第
+
王
春
.
(第
三
號

四
四
)
.
三
五
入

て
階
級

の
組
み
立
て
が
決
定
せ
ら
れ
、
前
者
に
於
け
る
愛
動
が
後
者
に
於
け
る
憂
動
の
す

べ
て
を
意
味
す

る
ε
云

ふ
の
に
艸
な
ら
皿
。
結
局
国
家
ざ
云
ふ
も
の
玉

一
方
面
こ
し
て
階
級
が
存
在
し
、
階
級
の

一
切
の
攣
化

が
国
家
の

一
切
の
愛
化
ε
終
始
す
ざ
見
る
の
で
あ
る
。
例
.を
援

い
て
更
に
説
く
。
耳
鼻
口
腹
は
有
機
臓
的
範
疇
で
あ
る
ざ
云

ひ

得
る
、
前
者

は
後
者
の

　
部
分
を
な
し
、
前
者
の
製
動
は
た
跳
後
者
の
攣
動

に
件

ひ
て
の
み
生
起
す

る
。
此
の

如
く
身
騰
器
官
が
有
機
髄

の

一
方
面
ε
し
て
有
機
鶴
的
範
疇
な
る
が
如
く
、
階
級
が
国
家
の

一
方
面
ε
し
て
國
家

的
範
睡
で
あ
る
ε
考

へ
ら
れ
る
。

こ
れ
`
反
射
な
る
見
解
は
階
級
を
以
て
全
艦
肚
會
的
範
鷹
な
り
ε
見
る
。
詳
言

す

れ
ば
階
級
が
国
家
の

一
部
分
を
な
し
其
組
み
立
て
が
國
家
の
組
織
の
み
に
よ
り
決
定
せ
ら
れ
す
、
寧

ろ
そ
れ
は

合
鴨
肚
會
の

一
方
面
叉
は

一
部
分
.に
し
て
、
其
攣
動
は
全
膿
肚
曾
の
鍵
動
を
表
明
す
る
も
の
ざ
考

へ
る
.
全
騰
肚

會
を
離
れ
こ
れ
を
豫
想
せ
す
し
て
臥
階
級
の
概
念
の
成
立
し
得

べ
か
ら
す
ε
見

る
が
敏
に
階
級
が
杢
龍
就
會
的
範

疇
ε
な
る
。
藪

に
全
腸
肚
曾
ε
云
ふ
の
は

一
定

の
範
國
を
限
b
て
見
だ
る

一
團
の
人

々
の
問

に
錯
綜
す
る
.結
合
的

關
係

の
総
膿
を
意
味
す

る
に
外
な
ら

澱
。
從
ひ
て
國
家
は
勢
働
組
合
、
政
蕪
、
宗
漱
團
臓
、
株
式
會
肚
の
如

き
飽

し

の
團
艘

、
変
易

、
友

誼

、
契
約

の
如

き
諸
關
係

ε
共

に
、
比

企
儲

肚
會

の

一
構
成

分
子
を
な
す

に
止

ま

お
事
、
嘗

て
反
覆

し

た

る
所

で

あ

る
。

英
米

に
於

け
る

一
團

の
學
者

(
.
マ
タ

イ
パ
ア
、

コ
オ

ル
、

ラ

ス
キ
等

)

の
厨
謂

8
ヨ
日
団
団ぐ

は
殆
ざ

こ
れ

蓬
内
容

を
同

じ

く
す

る
。
.

圃
.

従
来

の
學
者

に
し
て
、
此
問

題

に
聞
す

る
意

識
的

答

解
を
試

み
、
而

し

て
階

級
を
以

て
国
家
的

範
疇

な
り

ε
説



き
た
る
も
の
は
稀
で
め
る
だ
思

ふ
。
撚
れ
ざ
も
、
国
家
を
全
膿
.肚
會
ご
同

一
覗
す

る
が
故
に
、
階
級
の
国
家
的
範

躊

に
非

ざ
る
事
を
意
識
せ
す
、
而
し
て
そ
の
杢
禮
肚
會
的
範
瞬
な
る
事
を
明
確

に
せ
ざ
る
學
者
は
甚
だ
多
く
、
之

を
至
磯
肚
曾
的
範
疇
な
り
ど
し
て
積
極
的
な
る
論
述
を
試
み
走
る
も
の
に
至
り
て
は
寡
聞
未
だ
之
を
耳
に
し
な

い

私
の
今
の
立
場
は
階
級
を
國
家
的
範
躊
な
り
ε
な
す
論
者

の
諭
掠
を
吟
味
す
る
事
に
存
せ
す
、
蓋
し
か
Σ
る
論
糠

は
之
を
酸
見
す

る
事
を
得
ざ

る
が
故
で
め
る
。
左

に
、
国
家
全
機

融
曾
の
同
説

に
よ
り
、
漠
然
に
而
し
て
素
朴
的

に
、
階
級
を
国
家
的
範
瞬
な
b
ざ
見
る
見
解
の
何
故

に
取
る

ぺ
か
ら
ざ
る
か
を
明
に
し
、
叉
何
故

に
之
を
合
鴨
肚

會
的
範
購

ε
見

る
べ
き
か
を
論
調
せ
む
ε
思

ふ
。
こ
れ
は
全
驚
計
…會
の
概
念
の
明
一瞭
な
る
意
識
が
階
級
の
考
察
に

與

へ
得
る
も
の
、
清
算
に
外
な
ら

侮
、
而
し
て
従
来
混
同
の
中
に
不
明
瞭
な
b
し
も
の
を
明
確

に
分
明
な
ら
し
め

む
ε
す
る
試
に
外
な
ら
の
。

=

階
級
が
國
家
釣
籠
躊
に
非
ざ
る
事
を
明
に
す

る
に
は
階
級
に
於
け
る
国
家
外
的
要
素
の
存
在
を
確
認
す

る
よ
り

近
道
は
無

い
。
勿
論
国
家
が
階
級
の
上
に
決
定
的
作
用
を
及
ぼ
す
事
は
明
白
な

る
事
實
で
あ
る
、
即
ち
国
家
の
意

志

(
か

、
る
　肛
曾
の
意
志
ピ
云
ふ
も
の
が
何
物
を
意
味
し
得

る
か
は
別
の
機
會

に
於
て
述

べ
た
)
ス
は
国
家
の
組

織
に
よ
り
て
階
級
的
匪
劃
が
種
々
に
決
定
せ
ら
れ
ま
た
攣
動
ず
る
。
.撚
れ
こ
も
階
級
に
は
此
国
家
.に
よ
る
決
定
を

駒

叢
.

階
級
に
就
て
〔
ご
.

第
十
五
巻

(簾
三
號

四
五
)

三
五
九

2
、

9



論

叢

階
級
に
朗
て
(
一
)

第
+
五
巻

(第
三
號

四
六
)

三
六
〇

ま
だ
ざ

る
方

面
が
明

に
存
在

し
、
而
し
て
此
方
面

が
階
級

組
織

に
於

て
極

め
て
重
要
な

る
意
義
を
有
す

る
。

か

、

る
方
面

、
即

ち
国
家
外
的

要
素

の
何
故

に
認

め
ら

れ

ざ
る

べ
か
ら
ざ

る
か
を
説
明
し
た

い
ε
思

ふ
。
.

,
先

づ
時
間

的
獲
達

の
道
行

か
ら
見

る
。
國
家

が

一
の
雁
皮
的
範
晦

ご
し
て

、
肚

會

の
獲

達

の
成

る
段
階

に
成

立

し
た

る
事
は

云

ふ
ま
で
も
無

い
。
然

る
に
階

級
は
此

国
家

の
形
成

を
俟

た
ず

し
て
既

に
存

立
す

る
。
国
家

の
概

念

が
種

力
な

る
も
の
で
あ
り
得

る
に
拘
は
ら
す

、

こ
れ

を

そ
の
極

め
て
寛

ぎ
、
從

っ
て
内
容

の
乏
し

き
意
義

に
ご

る

も
亦
焦

り
。

こ
の
事
は
人

々
の
本
性
即

ち
其
要
求

の

分
析

よ
り
云
は

ゴ
演

繹
的

起
も

論
結

し
得
ら

れ

る
ご
思

ふ
け

れ
こ
も

、

か

、
る
講
読

の
道
行

に
ま

で
便

る
必
要
は

無

い
。

グ

ム
プ

ロ
ヴ
ィ
ツ
チ
、

ラ
ッ
ツ

エ
ン
ホ
オ

フ
ア
、

オ

ッ
.ペ
ソ

ハ
イ

マ
ア

(或

る
意
味

に
於

て
は

ツ
ェ
ソ
ヵ
ア
、

ス

モ
オ
ル
、

ヲ
オ
ド
な

ご
)
の
如

(
、
國
家

ε
階
級
〃ε
分

業

ε
の
起
源

を
す

べ
て
征
服

に
も

ε
め
、
三
者

の
成

立
を
以

て
同

↓
過
程

の
そ
れ
ぞ

れ
な

る
方
面

ε
見

る
考
は
支

持

し
難

い
。

国
家

の
成

立

が
極

め

て
屡

、

か

、
る
外

部
的
融

合
の
過
程
即
ち
相
異

な

る
肚

會

の
接
鯛
合

一
に
負

ふ

事

は
争

ひ
難

き
に
せ

よ
、
国
家

以
前

の
　肛
會

の
内

部

よ
b

の
獲
達

に
よ
り
て
,
云
は

ゴ
自
生
的

に
國

家

の
形
成

せ

ら

る

、
事
は
数
多

の
學
者

の
認

め
た

る
所

で
あ
る
。

而

し
て
、
か

、
ゐ
學
者

の
考

に
從

へ
ば

、
階
級

は
其
種

々
な

る
形

に
於

C
、
国
家

の
形
成

以
前

に
存

立
す

る
。
例

へ
ば
。
奴
隷

は
必
ず

し
も
国
家

の
形
成

を
ま
ち
て
存
在

す

る

の

で
は
無

い
、
既

に
牧
畜

乃
至
は
幼
稚
な

る
農
耕

の

行
は

る

、
所

、
そ
れ
は
國
家
を
侠
た
す

し
て
存

在

し
て
居

る

文
園
家

の
形
成

せ
ら

る

、
に
至
ら

ざ
る
時

、
既

に
戦

時

に
於

け
る
指
揮

者
陀

み
武
將

、
半

時

に
於
け

る
行
政
上

の

ρ

9



指
導
者
な
る
代
表
者
乃
至
首
長
な
ざ
が
認

め
ら
れ
る
。
宗
漱
的
な
る
仕
事
を
以
て
専
業

ε
な
す
倫
個
我
は
魔
術
師

の
夙

に
存
在
す
る
事
は
説
く
ま
で
も
無

い
。
更

に
ま
た
、
或
種
の
私
有
財
産
の
認
め
ら
る
」
に
連
れ
て
貧
富

の
匠
.

.

溺
は
漸
次
に
成
立
し
來

つ
た
。
此
等
の
階
級
的
匠
劃
は
国
家
を
形
成
せ
し
む
る
條
件
ε
こ
そ
な
b
た
れ
,
国
家
を

ぎ
ち
て
生
す

る
も
の
で
は
無

い
。
醗
り
て
考

へ
る
。

一
振

の
學
者
の
如
く
國
家
ε
階
級
ご
の
起
源
を
等
し
く
征
服

關
係
に
求
む
る
に
し
て
も
、
征
服

に
凝
り
て
先
づ
確
立
せ
ら
る
㌧
も
の
は
階
級
の
關
係

に
し
て
国
家

に
非
す
.
国

家
は
此
階
級
關
係
を
支
持
す

る
機
關

ε
し
て
形
成
せ
ら
る
」
も
の
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
議
論

の
順
序
上
、

比
熱
は
深
く
立
入
る
事
を
避
け
る
。
兎
に
角

に
、
私
共
は
階
蔽
は
國
家
に
先
だ
ち
て
存
立
し
.
以
る
意
味
に
於
て

は
「
階
級
争
闘
を
柳
歴
す
る
爲
め
機
關
」
ε
し
て
、
叉
は
少
数
の
多
藪

に
封
ず

る
支
配
絞
取
の
關
係
を
支
持
す

る
手

段

ε
し
て
、
又
は
経
済
的
手
段
を
避
け
た
る
階
級

の
爲
に
す
る
『
政
治
的
手
段

の
組
織
」
ε
し
て
、
形
成
せ
ら
る
、

事
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
明
に
、
階
級
が
國
家
以
外
に
そ
の
猫
自

の
成
立
の
根
櫨
、
響
動
決
定
の
原
因

を
有
す
る
讃
擦
で
わ
る
。
云
は
ゴ
階
級
の
中
明
に
国
家
外
的
要
素
の
存
在
が
認
め
ら
れ
ゐ
。

或
は
次
の
様
に
云
ふ
も
の
が
あ
ら
う
。
階
級
の
存
立
が
國
家

に
先
だ

つ
事
は
勿
論
で
あ
る
。
然
る
に
拘
は
ら
す

自
分
等
が
階
級
を
国
家
的
範
瞬
な
り
ε
考

ふ
る
の
は
次
の
事
情

に
よ
る
。
国
家
の
形
域
は
階
級
の
存
在
を
共
稼
件

`
す

る
ご
.し
て
も
、
國
家
は
階
級
的
支

配
の
機
關
`
し
て
成
立
す

る
。

一
方
国
家
は
階
級
を
離

れ
て
理
解
し
得

べ

か
ら
ざ
る
嘘
同
じ
ぐ
、
他
方
階
級
は
国
家

一
た
び
成
立
し
た
畜
以
上
、
国
家
を
離
れ
た
る
存
在
を
有
す
る
も

の
で

論
.
叢

階
級
に
就
て
(
ご

」
.

辮
+
五
巻

(第
三
號

四
七
)

三
六
}

・



論

叢

階
級
に
就
て
(
ご

第
+
五
巻
.
(第
三
號

四
八
}
.
三
六
二

は
無
.い
。
國
家
組
織
の
支
柱

ご
し
て
、
国
家
ε
表
裏
の
關
係

に
立
ち
、
國
家
の
攣
動
に
し
て
階
級
の
響
動
を
意
味

せ
ざ
る
も
の
な
く
、
階
級
關
係
の
攣
動
に
し
て
國
家
組
織
の
愛
動
を
俘
は
ざ
る
は
無
い
。
云
は
貰
国
家
が
階
級
的

範
躊
な
る
が
如
く
、

階
級
は
國
家
駒
師
躊
で
あ
る
。

勿
論
此
立
場
は

階
級
を
以
て
國
家
的
範
、躊
な
り
ε

見

る
の

に
、
そ
れ
が
国
家

の

一
部
分
に
し
て
、
其

一
切
の
攣
.動
皆
国
家
に
よ
b
て
決
定
せ
ら
る
ご
云
ふ
意
味

に
於
て
す
る

の
で
は
無

い
。
撚
れ
こ
も
二
者
を
相
表
裏
し
相
離
れ
す
、
相

互
の
攣
動
相
孝

行
す
ε
云

ふ
意
味

に
於
て
こ
れ
を
敢

て
す
る
。
私
に
今
か
」
る
立
場
を
是
認
し
得
な

い
。
姑
く
其
見
解
に
從
ひ
て
、
国
家
を

マ
に
階
級
的
支
配
の
機
關
.

ざ
見
、
此
階
級
的
關
係
の
攣

動
は
當
然
に
其
絞
取
乃
至
抑
墜

の
機
關

π
り
表
現
陀
.る
國
家
組
織
の
攣
動
を
俘

ふ
も

の
ε
見
る
。
撚
れ
ざ
も
此
階
級
的
關
係
の
攣
動
は
抑
も
何
に
よ
り
て
乗
る
か
、
そ
れ
は
重
に
国
家
以
外
の
事
情
か

ら
來
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

此
事
は

一
振
の
論
者

(経
済
史
親
を
ε
る
耽
曾
主
義
學
着
並
び
に
グ
.ム
プ

ロ
ヴ
ィ
ッ

ヂ
の
如
き
肚
會
學
的
国
家
観

の
支
持
者
)
の
明
に
認
む
る
所
で
あ
る
。
此
国
家
以
外
の
事
情

に
よ
り
て
攣
動
し
た

る
階
級
的
關
係
賦
直

に
其
表
現
を
国
家
組
織

に
有
す

る
も
の
で
は
無

い
、
二
者
の
相
年
行
せ
す
、
此
表
現
の
十
分

な
ら
ざ
る
所

に
争
闘
が
あ
り
革
命
が
行
は
れ
る
。
從
ひ
て
階
級
的
關
係
は
国
家
の
組
織
蓬
表
裏

せ
融

ε
す

る
大
艦

の
傾
向
を
こ
そ
有
す
れ
、
完
全
に
相
表
裏
す

る
も
の
に
非
す
、
国
家
の
組
織
ε
は
濁
立
な
る
階
級
の
攣
動
、
形
態

が
常

に
存
在
し
得

乃
。
云
瞥

階
級
に
於
て
は
必
然
に
國
家
外
的
要
素
が
存
在
す
る
。
此
事
は
説

い
て
明
瞭
な
ら

ざ
る
黙
も
め
る
が
、
鯨
論
的
の
事
柄
丈

に
別
に
立
ち
入
ら
組
。



.

時
間
的
獲
達
の
考
察
よ
り
韓
じ
て
、
.云
は
雲
脚
學
的
な
る
分
析
に
入

る
。
階
級
の
匠
劃
に
閲
し
て
國
家
.の
意
志

乃
至
組
織
が
重
要
な
る
意
義
を
有
す

る
事
は
前
述
の
如
く
疑
ひ
難
し
ピ
す

る
も
、
国
家
を
離
れ
て
此
匪
劃

の
存
在

す
る
事
は
着
過
し
得
ざ
る
黙
で
あ
る
⑩
第
、一
、
若
し
階
級

に
し
て
國
家
的
範
躊
な
ら
ば
国
家
の
存
せ
ざ

る
所

に
階

級
的
匪
劃
の
存
在
し
得
る
理
由
は
無

い
。
撚
れ
ご
も
事
實
.は
之
を
否
定
す
る
。
例

へ
ば
弦
に

一
大
漁
船

の
乗
客
を

想
像
せ
よ
、
又
は
あ
ら
ゆ
み
階
級
の
人

々
の
來
ち
集
ま
る

モ
ナ
ゴ
を
想
際
せ
よ
。
そ
こ
に
見
出

さ
る
、
人
々
の
集

.

團
は

一
の
國
家
の
権
力

に
よ
り
て
統

「
を
保

て
る
も
の
で
は
無
く
、
感
孚
ろ
共
同
の
目
的
、
又
は
地
域
的
接
近
に
よ

り
て

一
葉
團
を
な
す
。
彼
等
は
本
家
各
相
異
な
れ
る
多
数

の
國
家
に
分
屡
す
る
。
然
る
に
關
ら
す
、
.彼
等
相
互
の

.

關
…係
は

一
律
李
等
な
る
も
の
に
非
ず
も
て
、
r其
間
力
の
差
異
あ
ゆ
、
相
互
の
奪
重
一
服
従
、
賎
硯
の
事
實
が
認
め

ら
れ
る
。
船
上
の
英
国
の
.貴
族

ε
支
那
人
の
苦
力
ε
が
互

に
上
下
の
懸
隔
を
意
識
せ
牛

ε
は
何
人
が
之
を
信

じ
よ

う
。
船
客

の
集
團
を
形
つ
ぐ
れ
る
個
々
の
人

々
は
何
れ
か
の
国
家

に
旙
す
る
に
し
て
も
、集
團
そ
の
も
の
は
何
れ
の

国
家
に
も
騰
せ
す
(
法
律
上
の
技
巧

の
問
題
は
別
ず
し
て
〕
し
て
而
も
」
其
間

に
階
級
的
匿
別
が
認

め
ち
れ
る
。
云
は

ゴ
国
家
の
存
せ
ざ
る
所

に
階
級
の
別
が
存
す
惹
。
第
二
㍗
若
し
階
級
が
國
家
的
範
聴
な
ち
ば
、
　国
家

の
組
織
乃
至

国
家
の
意
志

に
於
て
認
め
ら
れ
ざ
る
限
り
階
級
的
匠
別
は
存
在
せ
ざ
る
澤
で
あ
み
。
然

る
に
事
實
に
於
て
は
此
国

家
の
組
織
叉
は
其
意
志
を
超
え
て
階
級
の
匿
劃
が
存
在
す

る
つ
例

ぺ
ば
今
田
の
文
明
國
家
の
組
織
に
於

て
は
人
々

.
は
す

べ
て
小
鷺

ズ
ち
表
面
上
翠
暮
の
地
位
を
有
℃
、」
從
ひ
て
貧
富
に
よ
る
階
級
約
匠
劃
は
國
家
の
組
織
の

一
部
冴

論

叢

階
級

に
碗
て

(
一
)
.

第
十
五
巻

(第
三
號

四
九
)

三
夫
三



論

叢

階
級
に
就
て
(
じ

r

第
十
五
巻

(第
三
號

五
Q
)

三
六
四

を
な
す
に
非
す
、
叉
直
接
に
は
国
家
の
意
志
の
内
容
を
な
す
も

の
で
も
無
い
。
然

る
に
拘
ら
す
、
此
匠
別
は
国
家

の
意
志
の
前

に
於
け
る
所
謂
四
民
の
孕
等

の
認
め
ら
る
、
ほ
こ
著
し
く
な

っ
て
行

く
。
或
は
論
ず
る
も
の
が
め
ら

ヶ
、
貧
富
の
懸
隔
は
私
有
財
産
制
度
の
必
然
な
る
結
果
で
あ
り
、
而
し
て
此
制
度
は
国
家
に
よ
り
て
維
持
せ
ら
れ

る
、
從
ひ
て
、
此
階
級
的
匠
劃
は
国
家

の
意
志
を
離
れ
て
存
し
な
い
で
は
無

い
か
ピ
。
私

蓬
雌
も
勿
論
か
工
る
階

級
的
關
係
が
財
産
私
有
ε
云
ふ
国
家
的
制
度
を
離
れ
て
存
立
せ
ざ
る
の
を
認

め
る
。
撚
れ
こ
も
、
直
接
な
る
内
容

ε
し
て
、
国
家
の
組
織
叉
は
意
志
が
貧
富
の
懸
隔
を
有
す

る
の
で
は
無

い
ゆ
甲
が
富
者
π
り
、
乙
が
貧
者
だ
る
事

は
国
家
の
組
織
叉
は
意
志
の
外

に
於
て
瞥
ま
る
、
人
々
相
互
の
作
用

の
結
果

に
し
て
、
国
家
そ
の
も
の
」
内
容

"

麗
す
る
事
ε
は
思
は
れ
楓
。
若

し
比
熱
を
承
服
せ
ざ
る
人
あ
ら
ば
更
に
進
み
で
他

の
例
を
擧
げ
る
。
北
海
道
に
於

け
る
大
和
民
族
ε
ア
イ
ヌ
ε
の
問

に
於
て
、
而
し
て
恐
ら
く
は
(私
は
確
實
に
断
言
し
得
な
い
が
)
北
米
に
於
げ
る

白
人
ε
黒
人

ご
の
間

に
於
て
、
国
家
の
認
む
る
何
等
の
地
位
的
懸
隔
も
存
在
し
な
い
.
然

る
に
拘
は
ら
す
、
其
間

に
顯
著
な
る
階
級

の
匿
別
が
あ
り
、
而
も
そ
れ
は
貧
富
の
懸
隔
e
如
く
、
間
接
的

に
も
國
家
の
意
志
の
結
果
で
あ

る
ε
は
思
は
れ
ぬ
、
云
は

y
國
家
の
組
織
叉
は
其
意
志
を
超

え
て
階
級
の
匠
劃
が
存
在
す
る
。

此
の
如
く
時
間
的
獲
達

の
考
察
よ
り
見
て
も
、
叉
翻
學
的
な
る
分
析
か
ら
見

て
も
、
階
級
の
匠
劃
の
中

に
は
常

に
國
家

の
意
志
に
依
存
せ
ざ
る
、
云
は

画

家
外
的
要
素
の
存
在
す
る
を
見
る
。
從
ひ
て
借
級
は
到
底
國
喬

範

躊

ご
し
て
考

へ
ら

れ
得
ざ

る
も

の

で
あ

る
。
而

し
て

、
此
階

級

ε
国
家
適

の
關

係

に
概

い
て
述

べ
だ

る
所
は

、
,階

`



骨

級
ご
画
家
以
外

の
あ
ら
ゆ
底
部
分
肚
會
ε
の
關
係

に
就
い
て
も
當
て
は
ま
る
。
黙
り
ε
す
れ
ば
、
.階
級
は
如
何
な
.

谷
部
分
肚
會
の
範
疇
ご
し
て
も
労

へ
得

べ
き
も
の
に
非
す
、
た

貰
全
艦
肚
會

の
範
疇

ぜ
し
て
の
み
認
め
ら
乃

べ
き

献
の
で
あ
る
。
勿
論
國
家
は

一
切
の
部
分
肚
會
の
中
に
晟
も
重
要
な

る
地
位
を
占
む
る
が
如
く
、
階
級
に
謝
し
て

も
著

し
き
決
定
的
作
用
を
及
ぼ
す
、
然
ら
ば
此
作
用
の
内
容
如
何
、
叉
階
級

の
全
構
造
に
於
て
北
町
容
が
如
何

な

る
意
義
を
有
し
得
る
や
、
國
家

ご
階
級
ε
の
交
渉
を
明
に
せ
む

ご
す
る
限
り
、
こ
れ
は
當
面
の
重
要
な
る
問
題
で

方

る
。
こ
れ
に
答
解
を
與

へ
む
が
爲
に
、
私
は
韓
じ
て
階
級
を
決
定
す

る
力
の
種
類
及
び
其
相
互
の
關
係
を
.考

へ

る
。

三

.

.階
級
が
何
で
あ
る
か
の
答

へ
難
ぎ
事
は
前
述

の
通
り
で
あ
る
。
熬
れ
こ
も
、
此
答
解
が
如
何
様

に
興

へ
ら

る
駈

に
せ
よ
、
此
階
級
が
力
の
差
等
を
中
心

燦
.素

さ
す

る
事
は
孚
ひ
難
い
。
從
ひ
て
階
級
の
種

々
な
る
匠
劃
は
此
力
の

内
容
に
よ
い
て
決
定
せ
ら

る
ε
見
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。
而
も
私

の
狭
き
見
聞

の
範
園
か
ら
云

へ
ば
、
此
階
級
を
決

定
す
る
力
に
關
し
て
組
織
的
考
察
が
殆
ご
行
は
れ
て
居
な
い
。
此
程

の
試
み
の
唯

一
の
も
の
ピ
し
て
私
は
ゼ
エ
ム

.ダ
ボ
ミ
ル
の
力
の
三
分
類
を
知
乃
の
み
、
.ヴ
ィ
イ
ザ
ア
が
罹
力
の
考
察

に
於
て
内
的
権
力
外
的
権
力
の
二
者
を
分
ち

だ
る
事
も
こ
れ
巴
關
嚇
す

る
所
深

い
け
れ
こ
も
内
力

の
す

べ
て
に
亘
る
見
方

ε
は
思
は
れ
楓
。
タ

ル
ド
の

『
福
力

論

叢

階
級
に
就
て
(
こ

第
十
五
巻

(第
三
親

玉
[
)

三
六
五

.

`



・

論

叢

階
級
に
朗
て
二
V

、

第
+
五
奮

(窮
三
號

五
二
)

三
六
六

の
攣
形
」
に
閲
す

る
研
究

に
猫
創
的
の
も
の
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
椹
ガ
の
泉
源

の
分
析

の
み
に
關
し
て
す
ら
櫨

確
な
り
ε
見
難
く
、
力
の
包
括
的
考
察

ε
し
て
は
猶
更

に
許
し
難

い
。

、
私
は
先
づ
出
獲
黙
に
於
て
肚
會
的
勢
力
の
概
念
を
明
に
す
る
。
.之
を
説
明
す
る
前
に
は
人
人
の
力
の
意
義
を
誘

か
な
け
れ
ば
な
ら

阻
勘
.此
私
共
の
力
ε
云
ふ
は
自
己
の
要
求
を
充
足
せ
し
む
る
能
力
で
あ
る
。

か
く
て

一
.切
の
能

力
即
ち
可
能
は
力
で
あ
る
。
黙
れ
ざ
も
す
べ
て
の
力
が
や
が
て
肚
會
的
勢
力
で
め
る
ご
は
云

へ
な
い
.
〔
此
官
葉
に

は
、
ω。
N芭
o
冒
碧
夢

の8
芭

隠
宅
①吐
な
ご
の
語
が
用
ひ
ら
れ
得

る
ご
思
ふ
け
れ
ご
、
そ
れ
が

一
般
的
に
肝
ひ
ら
れ

る
ご
は
云
ひ
難

い
)。
輩
な

る
力
ε
肚
會
的
勢
力

ε
を
塵
別
す

べ
き
黙
は
こ
あ
る
。
後
者
は
前
者
が
単
純
に
何
等
か

の
要
求
を
充
た
し
得
る
能
力
な
る
`
異
な
り
て
、
枇
會
的
關
係

に
於
け
る
能
力
、
即
ち
他
人
の
意
志
を
左
右
し
得

る
能
力
で
あ
る
。
千
載
の
生
命
を
有
す
る
藝
街
上

の
作
品
を
創
造
し
得

る
藝
術
家
の
能
力
、
心
の
赴
く
所

に
從
ひ

　

て
訂
ら
則
を
超
え
ざ
る
聖
人
の
遺
徳
的
性
質

、
こ
れ
ら
に
そ
れ
自
禮

に
於
て

一
の
か
な
れ
こ
も
肚
曾
的
勢
力
マ
は

無

い
。
富

の
力
、
.政
治
上
の
権
力
ざ
云
ふ
が
如
き
は
、
軍

に
要
求
を
充
た
し
う
る
能
力
な
む
の
み
な
ら
す
、
他
人

の
意
志
を
左
右
し
得
る
意
味
に
於
て
、
力
な
る
ご
共
に
肚
會
的
勢
力
で
あ
る
。
肚
會
的
勢
力
は
此

の
如
く

一
方
環

於
て
、
肚
會
的
關
係

に
於
け
る
力
な
る
の
み
な
ら
す
、
移
動
性
を
有
す
る
、
換
言
す
れ
ば
成
員
の

一
方
よ
b
他
方

に
移
し
得

べ
く
、
又

一
方
に
乏
し
か
ら
し
め
て
他
方
に
集
積
せ
し
め
得
ら
れ
る
。
.個
人
の
文
化
的
能
力
は
之
を
奪

ひ
て
他
人
に
奥

ふ
る
事
を
得
ざ
れ
こ
も
、
特
権
、
身

分
、
財
産

の
如

き
は

一
人
よ
り
取
去
冬
て
他
人
に
加
ふ
む
事

■



隔

も

極

め
て
自
由
で
あ
る
。
、
肚
會
が
意
の
ま
Σ
に
分
配
し
》
其
各
人
の
享
有
す

る
分
量
を
如
何
様
蓬
も
攣
更
せ
し
む
る

事
が
出
來
る
。
此
方
ご
耽
會
的
勢
力
ε
は
密
接
な

る
關
係
を
有
し
其
間
複
雑
な
る
因
果
の
作
用
が
あ
る
。
撚

れ
ご

も
此
二
者
は
明
確
に
匪
捌
せ
ら

る
、
事
を
要
す
る
。
.

肚
會
的
勢
力
が
階
級
の
廠
別
、
野
立
を
決
定
す

る
の
.に
重
要
な
る
役
目
を
演
ず

る
事
は
何
人
も
争
は
ざ
る
所
で
、

あ
る
。
然
る
に
近
頃
、
階
級
を
論
や

る
多
く
の
學
者
は
富
、財
産
、所
得
ε
云
ふ
が
如
き
経
済
的

因
子
に
特
殊

の
重

み
を
置
く
。
階
級
の
匠
別
を
絞
取
者

ご
被
絞
収
着
ご
の
別
に
存
す
ご
な
し
、
叉
は
所
得

の
泉
源

の
差
異
に
あ
り
鳶

見
、
叉
は
財
産
の
有
無

に
よ
り
て
、
從
ひ
て
有
産
者
ご
無
産
者
ε
に
分
た
れ
る
ざ
考

へ
、
又
は
経
済
的
利
害
の
勤

立
に
根
糠
を
置
く
ご
信
ず
る
が
如
き
、
糺肌
會
主
義
的
色
彩
を
帯
び
虎
る
階
級
槻
は
す

バ
て
皆
黙
り
。
勿
論
近
代
の

肚
會
組
織
に
あ
り
て
は
此
経
済
的
因
子
が
殆
ご
唯

一
な
る
階
級
的
匠
劃

の
決
定
者
な
る
か
に
見
え
る
。
撚
れ
こ
も

少
し
く
時
代
を
溯
り
て
、
出
生

に
よ
る
特
権
邸
ち
身
分
の
制
度
が
重
要
な
る
意
義
を
有
し
た
る
肚
會
組
織
に
あ
り

て
は
、
富
、
所
得

の
如

き
脛
濟
的
な
る
事
柄
が
階
級
別
決
定
の
副
次
的
因
子
た
る
に
止
ま
る
。
更
に
進
み
で
、
古

代
印
度
の
如
き
肚
曾
に
あ
り
て
は
貧
困
其
事
が
最
上
位
の
階
級
の
特
徴
を
な
し
、
條
件
を
な
し
て
居

る
。
か
く
て

私
共

は
縄
濟
的
因
子
、
即
ち
財
産
所
得
を
併
せ
意
味
せ
し
め
π
る
最
廣
義

の
富
以
外
に
、
な
ほ
他

の
階
級
別
決
定

の
要
素
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

漁
。
か
Y
る
要
素
は
云
ふ
ま
で
も
無
く
砒
會
的
勢
力
で
あ
る
が
、
ゼ
ェ
ム
ス
・
ミ
卿

は
此
勢
力

に
つ
い
て
三
種
の
も

の
を
庵
介
し
た
。
其

一
は
権
力
に
し
て
、
其
二
は
富
力
、

其
三
は
威
力
(集

σq
三
崎

論

叢

階
級
に
就
て
(
ご

第
十
五
巻

〔第
三
號

五
三
)

三
六
七



論

叢

階
級
に
就
て
(
一
)

第
+
五
巻

〔第
三
號

五
巴

三
山八八

注
云

ふ
語

を
姑

く
此
め

如
く
に
記
す

む
)
で
あ

る
o

エ
エ
レ
ソ
フ

エ
ル
ス
は
債
値

を
論
ず

る
に
當

り
強
制

に
説

き

及

び
、
強
制

を
行

ひ
得

る
力

ε
し
て
武
力

ε
富
力

`
を
擧

げ
た
。
冨

の
力

に
蜀
立
せ

し

め
て
武

力
叉
は
権
力
を
敷

蓋

る
學
者

の
数

は
此
外

な
ほ
少

し

ε
せ
臓
、
特
ε

し
て
は
更

に
才
器

、
門

閥

〔出
生

)等

を
敷

へ
加

ふ
る
も
の
も
あ

な
。

私
は

ゼ

ェ
ム
ス
・

ミ
ル
の
見

解

に
重
き
を
置

き

、

こ
れ
を
考
察

の
出
穫

黙

ε
し
だ

い
。

'

四

ゼ
ェ
ム
ス
・
ミ
ル
は
権
力
、
富
力
、
威
力
の
三
者
を
樹
立
せ
し
め
だ
れ
こ
も
、
此
三
者

の
關
係
を
誘
き
霊
し
た

b
ε
な
し
難

い
。
私
は
こ
れ
ら
の
聯
絡
を
見

る
爲
に
先
づ
祉
會
的
勢
力
を
二
種
に
分
つ
、
其

一
は
能
動
的
な
る
も

の

に
し
て
其

二
は
受
動
的
な
る
も
の
で
あ
る
。

,
前
述
の
如
く
砒
會
的
勢
力
は
他
人
を
自
己
の
意
志
に
よ

り
て
左
右
す
る
能
力
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
服
従
せ

ぢ
る
」
可
能

で
あ
る
。
然
る
に
此
服
従
は
服
従
せ
ら
る
》
も
の
、
要
求
な
く
し
て
自
ら
に
行
は
る
」
事
あ
り
、
服

従
せ
ら
る
玉
も
の
自
ら
之
を
要
求
し
て
捕

へ
来
る
事
が
あ
る
、
前
者
の
場
合
、
服
従
は
被
服
従
者
の
側
よ
り
見
て

受
動
的
.に
し
て
、
後
者
の
場
合
、
そ
れ
は
能
動
的
で
あ
る
。
畢
竟
此
匠
別
は

一
人
の
意
志
の
被
服
從
者

の
意
志

に

副
封
事
が
後
者
の
要
求
内
容
を
な
せ
る
や
否
や

に
存
す
る
。

一
方
は
見
出
さ
る
》
所
の
服
従
に
し
て
他
方
は
捕

へ

貯

る
.》
所
の
服
従
で
む
る
。
服
従
の
反
面
が
常

に
砒
會
的
勢
力
で
あ
る
所

か
ら
、
こ
れ
は
前
述

の
二
者
仁
別
た
れ

、

■



7

る

。

而

し

て

服

従

を

見

出

す

可

能

は

受

動

的

な

る
枇

會

的

勢

力

に

し

て

、

之

を

捕

ふ

る

可

能

は

能

動

的

な

る

肚

會

的

勢

力

で

あ

る

。
(註

こ

(註

脚
)

私
ば
わ
ざ
魯
壮
會
力

ε
云
ふ
言
葉
な
避
け
る
。
社
倉
力
の
言
葉

は

ぎ

n一匹

ま
「
∩
o・。

即

ち
砒
會
的
現
象

、肚
會

の
譜
活
動
の
動
因

ぜ
し
て

考

へ
ら
る
欲
望
、
要
求

右
表
は
す
爲

に
用

ひ
ら
れ
乃
。
時

己
み
て
は
、
泄
會
が
個
人

の
上

に
精
憩
的
な

ろ
威
匿
叉
に
拘
束
奄
加
ふ
ろ
其
方
の
意
味

に
用

ひ
ら
れ

ろ
、
一即
ち
慣
習
、
道
徳
、輿
論
の
如
き
所
謂
壮
會
意
識
叉
は
辻
留

の
生
命

討

～
Φ
ユ
Φ
罫

のO
O
欲
鼠

の
個
人
に
及
ぼ
す
力

の
謂
で
あ

み
。
輩

に
云
ふ
所
の
冠
省
的
勢
力
は
こ
れ
ら

ミ
全
然
真
意
義
寿
異

に
す

う
が
故
ド
、
之
な
表
現
す
る
に
肚
省
力
の
言
葉

ね
用
ひ
す
、
後
者
為
北
米

の
撤

會
學
者

(
た
ご

へ
ば
チ
ナ
ド
、
ロ
ソ

ス
、

ニ
ル
ウ
ッ
ド
な
ご
の
知

音
)

の
所
謂

い
o
。
凶巴

∂
円
oの
の
意
味
に
保

留
し
置
く
。

受
動
的
た
る
肚
會
的
勢
九
を
表
は
す

に
威
力
の
言
葉
を
用
ふ
る
。

こ
れ
は

ぜ
エ
ム
ス
・

ミ
ル
の
所
謂

集
碧
ぞ

ソ

シ
ア

レ
サ
イ

コ
ロ
ヴ
イ

プ

シ
コ
ロ
ヂ
ァ
コ
コ
レ
ツ
テ

イ
へ

に
當
る
。
敷
多
の
耐
會
心
理
學
、
集
合
心
理
學
の
著
者
の
所
謂
威
光

鷲
。
巴
究
、

ま
た
例

へ
ば
ジ
ソ
メ
ル
の
云
ふ

権
威

〉
昇
。
三
障

な
ご
、
皆
此
威
力
の
中

に
含
ま
れ
る
。
此
自
獲
的
な
る
服
従
は
之
を
服
従
者

の
意
識

に
立
入
り

レ
ス

ペ
ク
ト

ア
ド
ミ
ヨレ
エ
シ

ヨ
ン

て
見
る
聴
そ
れ
は

一
種

の
尊
重
、
又
は
進
み
で
歎
賞
で
あ
る
。
然
る
に
此
尊
重
は
被
服
従
者
の
有
す
る
肚
會
的
地

位
、
擢
力
、
富

ε
云
ふ
が
如
き
外
部
よ
b
し
て
此
人
に
加

へ
ら
れ
た
る
カ
、
又
は
其
人

の
修
得
練
習
し
た
る
知
識

藝
能

の

故

に
生
じ
來
る
事
も
あ
り
.、
然
ら
す
し
て
、
其
人
の
有
す

る
外
的
な
る
力
或
は
其
文
化
的
能
力
の
故
に

非
す
、
其
人
格
の
核
心
に
劃
し
て
捧
げ
ら
る

、
事
も
あ
る
。
此
等
の
匠
別
に
從
ひ
て
肚
會
心
理
學
者
の
間

に
は
威

光
ご
罹

旗
蓬
の
別
け
方
が

(時

ε
し
て
は
人
に
よ
り
正
反
樹
な
る
威
光
の
解
繹
が
)
行
は
れ
る
、
け
れ
こ
も
私
共

の
今
取
扱
ふ
問
題

よ
り
し
て
は
何
等
か
、
る
歴
分
に
顧
慮
す
る
必
要
は
無

い
。
要
求
す
る
事
無

か
り
し
服
従
を
見

出
す
可
能
を
す

べ
て
威
力
の
語
を
以
て
意
味
せ
し
め
る
。
多
く
の
學
者

に
よ
り
て
才
能
叉
に
更

に
廣
く
見
て
、
丈

論

叢

階
級
に
朗
て
二
)

第
十
五
巻

〔第
三
號

五
五
)

三
六
九

、



r

論

叢

階
級
に
就
て
(
[)

第
十
五
巻

(第
三
號

五
六
)

三
七
Q

化
能
力

(文
化
内
容
を
創
造
し
、
値
…播

し
、
享
有

す

る

能
力
〉
が
、
権
力
や
冨

ご
共

に

一
の
吐
會
的
勢
力
ε
し

て
考

へ
ら
れ
る
、
私
も
曾

て
は
か
ン
る
見
解
を
抱
き
花
る
事
め
れ
こ
も
、
立
入
り
て
思

ふ
に
、
才
能
そ
れ
高
騰
は

何
等
砒
會
的
勢
力
に
非
す
㌔
た

ぶ
人
澗
以
外
の
精
神
的
封
象
粟
關
す
乃
要
求
を
充
足
せ
し
む
る
可
能
即
ち
輩
捻
る

力
を
意
味
す
る
の
み
、
.π
.淵
此
才
舵
が
威
力
を
伴

ふ
事
は
璽
ひ
難
い
、
此
意
味
に
於
て
こ
れ
鳳
威
力
を
俘
ふ
資
格

に
し
て
、
.云
は
y
耐
食
的
勢
力
起
動
蓬
3
べ
導
通
踏
で
あ

る
。
、撚
れ
ボ
」
も
、
才
能
は
決
し
て
か
、
る
逓
踏
の
唯

一

な

る
も
の
埴
井
す

∵
出
生
即
ち
閥
欄
適
云
ふ
事
瀞
明
記
ま
虎
威
力
を
俘
ひ
易
い
。
'
此
等
を
外

に
し
て
も
権
力
、
官

等
が
北
極
の
威
力
を
生
す
ゐ
事
は
朗
色
な
る
辮
實
に
七
て
?
進
み
で
は
漕
か
ふ
る
権
力
、
富
箪
叉
は
出
生
等
の
標

徴

π
る

一
定
の
習
慣
様
式
ハ
風
俗
、
吉
葉
使
か
、
.服
装
、
趣
味
な
ボ、
誉

へ
様

た
力
の
喪
章

・し
し
て
之
を
看
て
る
も

の
に
成

る
程
度
の
威
力
を
與

へ
る
。.
要
す
る
に
、
輩
な
る
力
な

る
£
叉
は
魅
會
的
勢
力
な
る
宅
を
問
は
す
内
優
勢

な
る
力
の
所
在
は

一
種
の
威
力
を
件

ふ
。
而
し
て
此
威
力
の
中
.心
、
又
ば
支
持
者

ξ
な
る
も
の
は
第

一
義
的
に
は

個
諏
そ
の
も
の
売

る
べ
き
道
理
で
あ
る
が
、
韓
じ
て
は
、
個
人
分
集
團

こ
ε
に
あ
胤
階
級
、
職
築
團
禮
等
で
め
商

事
が
あ
b
馬
叉
は
大
棚
市
の
如
き

一
地
方
で
あ
る
事
も
あ
る
。
.此
の
如
く
威
力

へ
の
遍
路
即
ち
威
力
を
伜

ふ
資
格

ロ
　

ζ
は
蝋
多
の
も
の
が
あ
る
μ
れ
こ
も
雨
具
中
最
も
重
な
る
も
の
臓
反
化
能
力
即
ち
才
能
で
あ
る
、
こ
煎
は
他

の
階

級
的
匠
別
か
ら
全
く
濁
立
に
威
力
を
生
す

る
傾
向
を
有

つ
。
こ
れ
に
次
い
で
重
要
な
る
は
出
生
で
め
る
、
而
し
て

私
は
窟
、権
力
の
如
き
も
の
を
以
て
威
力

へ
の
通
路

ε
し
て
は
さ
ま
で
重
要
な
ら
す
ぜ
見

る
、蓋

し
、
此
等
の
も
の

■



'

■

凹

の
威

力
を
生
す

る
事
最
も

明
白

な
る
に
拘

は
ら
す

、
此

威
力

が
俘

ひ
来

る
も
飛
禽

の
階

級
的
匠
劃

の
上
に
何
等
著

.し
き
憂
化
を
及

ぼ

さ
罫
る
か
ら

で
あ
る
、
比
熱

は
後

に
説

明
を
加

へ
た

い
ε
思

ふ
。出

生

に
件

ふ
威
力

は
上

下

の
階

級
的
匠

別
が
社
倉

に
存
在
す

る
事

を
條

件

ε
し
て

の
み

、
云
は

コ
そ

の
涙

焦
的
事
實

ε
し
て
生

じ
來

る
に
拘

は
ら

ず
、
階
級

の
組
織

の
上

に

一
種

の
決
定
的

勢
力
を
有
す

。
才
能

に
件

ふ
威

力

に
至

り
て
は
、
第

一
、
か

N
る
女
化

能
力

が

一
の
優

秀
な

る
力

で
あ

る
蓬
云

ふ
黙

か
ら

、

こ

の
カ

に
封
ず

る
曾

重

ε
し

て
生
す

る
の
を

一
般

ε
し
、
第

二
、
文
化
能

九
を
有
す

る
も

の
を
或

る
場
合
、
超

人
的

な

る
精

帥
的
原
理
例

へ
ば

帥
、
善
そ

の
も

の

、
代
表

者

ε

考

ふ
る
こ
ε
に
よ
り
、
此
原
理

に
謝
す

る
尊
重

、
服
従

の
推
轄

に
よ
り
て
生
す

る
。
而
も
此
程

の
威

力
は
前
述

の

如

く
他

の

一
切

の
階
級

的
歴
劃

を
価御
立

な

る
現
象
な

る
が
故

に
、
階

級
の
形
成
を
考
察
す

る
に
於
て
は
最

も
重
要

な

る
も

の
で
あ
る
。

次

に
能
動
的
な

る
肚

會
的
勢

力

の
考
察

に
聴
す

る
。

そ
れ
は
前
述

の
如

く

、
服
従
を
捕

ふ
る
力

で
あ

る
。
此
程

の
力

ε
し
て
は
普

通

に
権
力

ε
冨

ε
が
擧

げ
ら

れ

る
。

撚

れ
ご

も
、
此
所
謂
権
力

の
内
容

如
何

、
叉

、
権
力

ε
富

ξ
が
如
係

な

る
關

係

に
立

つ
か
の
黙

は
殆

ご
説

明
を
加

へ
ら

れ
て

る
な

い

(少

く
も
階

級

に
閲
す

る
肚
會
學

的
考

.察

に
あ
り
て
)
。
コ
モ
ル
チ

ン
ス
キ
は
其
資

本
概

念

の
考

察

に
於

て
資

本
を

一
の
椹

が
關
係

ビ
見

た
。

オ

ッ

ペ
ソ
マ

ア
、

グ

ム
プ

ロ
ヰ
ッ
チ

一
振

の
立
場

は
武
力
的
財
産

O
・奉

竃

一『q
窪
9
旨

の
概

念
を
確
立

し
だ
。

マ
μ
ク
ス
、

エ

ン
ゲ

ル
ス
の
唯

物
史
観

が
権
力

が
常

に
富
力

の
支
持
者

に
よ
り

て
掌

握

せ
ら

る

ε
説
き

π
る
は
周
知

の
事
柄

で
あ
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る
。
此
等
の
見
方
は
常

に
私
共

に
然
ら
ば
権
力

ご
冨
ご
の
根
本
的
.關
係
如
何
、
ま
た
椹
力
の
内
容
如
何
の
考
察
を

迫
る
。
.

富

の
力
、
叉
は
財
産

の
勢
力
に
閲
し
て
は

一
の
誤
れ
る
考
が
廣
く
行
は
れ
て
居

る
。
金
権
の
賑
魑
を
見
て
、
、今

、日
の
時
代
は
物
質
が
入
を
支
配
す
る
時
代
で
あ
る
ε
云
ひ
、
物
質

の
勢
力
が

　
切
の
力
を
膣
遺
す

る
時
代
で
あ
る

ε
云
ふ
。
撚
れ
こ
も
、
物
質
そ
の
も
の
は
何
等
の
祉
會
的
勢
力
を
も
有
し
な

い
、
そ
れ
は
死
物
で
あ

る
。
物
の
人

を
支
配
す
ε
云
ふ
事
は
考

へ
得

べ
か
ら
ざ
る
事
、
勿
論

一
の
比
喩
的
表
現
た
り
得

る
の
み
。
試
み
に
地
上

一
切
の

権
力
を
取
彿
ふ
ご
仮
定
せ
よ
、
物
の
人
に
謝
す

る
支
配
も
亡
び
よ
う

、
而
し
て
財
産
叉
は
富
そ
の
も
の
す
ら
も
残

ら
凪
。
畢
竟
富
は
権
力
を
基
礎
ε
す

る
、
進
み
で
云

へ
ば
、
権
力
の
特
殊
な

る
場
合
、
叉
は
特
殊
な
る
表
現
で
あ

る
。
灌
力
な
き
所

、
人
は
死
し
た
る
物
質
ご
相
謝
す
る
の
み
、
二
者
の
聞
臆
何
等
肚
會
の
公
認
し
保
障
す
る
關
係

ぽ
無

い
、
北
開
係
な
き
所
冨
ご
財
産

ご
の
存
立
し
得
る
絵
地
は
無
い
。
藪
に
於
て
私
ぽ
権
力
ε
冨
ε
の
終
局
の
聯

絡
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
思

ふ
り
先
づ
考

へ
る
、
権
力
ε
は
何
で
あ
る
か
。
藪

に
は
政
治
學
乃
至
法
律
學

に
於

て
権
力
の
意
義
を
如
何
様
に
約

束
し
て
居

る
ε
も
、
こ
れ
に
拘
は
る
畢
無
く
、
自
分
の
理
論
構
成
の
目
的
の
爲
に

こ
れ
を
最
も
廣
義

に
解
樺
す
る
。
能
動
的
な

る
肚
會
的
勢
力
は
帥
ち
椹
力
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
服
從
を
捕

へ
得

る
可
能
で
あ
る
。
謂

ふ
に
す

べ
て
の
肚
會
は
其
中

に
成
員
の
服
従
意
志
を
含
む
、
成
員
が
何
等

か
の
中
心
一

肚

會
そ
の
も

の
叉
は
地
位
高
き
も
の
叉
は
其
肚
會
の
表
{草
等
1

に
…封
ず
る
服
従
意
志
な
く
し
て
は
、
砒
會
も
存
続

.

.し
得

な
い
。
専

制

幽
家

ε
錐

も
叉
は
征
服
国

家
ε
難
も

、
決

し

て
武

力

に
よ
b

て
立

つ
も
の

に
非
す

、
成
員

の
同

意
を

以
て
基
礎

こ
な
す

ご
云

ふ
グ
リ

ィ

ン

一.流

の
岩

は

事
實

の
真

相
を
見

π

る
も

の
で
あ
る
ε
信
ず

る
。
此
成
員



の
服
.從
意
志
が
成
る
中
心
黙
に
集
中
し
そ
れ
が
光
勲

に
於
て
把
握
せ
ら
れ
て
作
用
す

る
、
.此
作
用
は
即
ち
服
従
潔

捕

ふ
る
事
、
即
服
従
せ
ざ
る
も

の
あ
ら
ば
之
を
塵
遣
し
て
服
従
せ
し
む
る
事
で
あ
る
。此
集
中
せ
ら
れ
た

る
服
従
.意

志
が
作
用
す

る
姿
、
こ
れ
が
即
ち
構
力
に
外
な
ら
楓
。
藪

に

一
の
凹
面
反
射
鏡
を
想
像
せ
よ
、
其
前
方
に
数
多
の

護
光
鵬

あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
出

つ
る
光
線
が
此
鏡
面
に
反
射
す
る
ど
共

に
集
中
せ
ら
れ
、
而
し
て
更
に
他
の
物
滞

を
も
燃
焼
し
獲
光
せ
し
む
る
仕
掛
ε
な
る
。
鏡
面
に
集
ま
る
光
線
は
云
は
貰
成
員
の
服
従
意
志
に
し
て
集
中

せ
む

れ
た
る
光
線
の
燃
焼
作
用

が
権
力
の
作
用

に
當
る
、
而
し
て
此
作
用
を
螢
む
も
の
が
権
力

に
外
な
ら
戯
。
成
員
の
,

服
從
意
志
そ
の
も
の
は
権
力
に
非
す
、
之
を
集
中
せ
し
め
、
且

つ
之
に

　
定
の
方
向
を
成
る
意
志
に
よ
り
て
與

へ
、

〔
.
鏡
面
の
曲
率
が

こ
れ
に
當
る
)
、
作
用
せ
し
む
る
所
に
権
力
が
存
立
す

る
、

=
言
に
し
て
云
は

y
、
椹
力
ε
は
作

用

せ
し
め
ら

る
』
服
従
意
志
で
あ
る
。
そ
れ
が

一
種
の
カ

ε
し
て
、
所
謂
服
従
を
捕

へ
得

る
可
能
を
有
す
る
は
黛

こ
れ
を
形
成
す
る
所

の
服
従
意
志
、
即
ち
既

に
服
従
せ
る
意
志
が
其
武
力
、
其
才
能
其
他

一
切
の
カ
を
擧
げ
て
之

に
捧
ぐ
る
が
故
で
あ
る
、
肚
會
の
力
は
飽
ま
で
個
人
の
力
の
上
に
あ
り
、
個
人
は
集
團
に
鋤
.し
て
セ
ゴ
永
久
的
依

存
の
状
態
に
立

つ
外
無
き
が
故
で
あ
る
。

か
く
て
権
力
は
決
し
て
武
力
ご
同
覗
せ
ら

る
」
事
を
許
さ
す
、
梶
力
の

作
用
が
武
力
ご
な
b
て
現
は
る
当
事
は
あ
る
、
撚
れ
こ
も
、
武
力
は
此
作
用
の
数
多
あ
る
中

の
た

ゴ

一
つ
、
決
し

て
権
力
そ
の
も
の
ご
混
同
せ
ら
る
＼
事
を
許
さ
源
。
又
法
律
學
者
の
中

に
は
、
権
力
の
本
質
を
以
て
或
種
の
意
志

の
力
で
あ
る
ε
見

る
も
の
が
多

い
、
此
或
種
の
ε
云

ふ
制
限
乃
至
説
明
に
は
今
立
入
る
必
要
を
見
な
い
が
、
意
志

の
力
ε
は
果
し
て
何
物
で
あ
る
か
。
意
志
そ
の
も
の
に
は
何
等
他
人
を
拘
戻
し
得

べ
き
力
は
無

い
、
或
人
の
意
志

を
支
持
す
意
力
は
糎
力
だ
り
得
る
事
は
あ
ら
う
、
意
愈
の
力
が
擢
力
で
あ
る
事
は
考

へ
ら
れ
源
ξ
信
ず

る
。

論

叢

階
級
に
就
て
二
)

.

第
十
五
巻

(第
三
號

五
九
)

三
七
三

,.


